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(57)【要約】
【課題】パテンティング無しで強度、延性に優れた高強度鋼線を得られる熱間圧延線材を
提供する。
【解決手段】質量％でＣ：０．３５～０．５０％、Ｓｉ：０．１０～０．８０％、Ｍｎ：
０．６０～０．９０％、Ｃｒ：０．１５％以下、Ｍｎ量(％)＋２×Ｃｒ量(％)＜０．９％
、残部はＦｅと不可避不純物で、パーライト面積率６０％以上、初析フェライト面積率が
式（１）を、残部がベイナイト及び疑似パーライトの１種又は２種、強度ＴＳ（ＭＰａ）
が式（２）（３）を満足し、１コイル内の強度ばらつきが平均±５０ＭＰａ以内で直径４
．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
　初析フェライト量(％)≦５０-５５×Ｃ量(％)＋２０×Ｓｉ量(％)…式（１）
　９００×Ｃ量（％）＋５０×Ｓｉ量(％)＋３００≦ＴＳ≦９００×Ｃ量（％）＋５０×
Ｓｉ量(％)＋４００…式（２）
　ＴＳ≦１２００-８０×Ｄ…式（３）　Ｄ：熱間圧延線材線径（ｍｍ）
【選択図】なし



(2) JP 2017-193732 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
質量％で
Ｃ：０．３５～０．５０％、
Ｓｉ：０．１０～０．８０％、
Ｍｎ：０．６０～０．９０％、
Ｃｒ：０．１５％以下
を含有し、かつＭｎ量(％)＋２×Ｃｒ量(％)＜０．９％を満たし、残部はＦｅおよび不可
避不純物よりなり、パーライトが面積率６０％以上であるとともに初析フェライト量が面
積率で式（１）を満たし、かつ残部がベイナイトおよび疑似パーライトの１種又は２種か
らなり、強度ＴＳ（ＭＰａ）が式（２）かつ式（３）を満足し、かつ１コイル内の熱間圧
延線材の強度のばらつきが平均強度から±５０ＭＰａ以内であることを特徴とする直径４
．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
　初析フェライト量(％)≦５０-５５×Ｃ量(％)＋２０×Ｓｉ量(％)・・・式（１）
　９００×Ｃ量（％）＋５０×Ｓｉ量(％)＋３００≦ＴＳ≦９００×Ｃ量（％）＋５０×
Ｓｉ量(％)＋４００・・・式（２）
　ＴＳ≦１２００-８０×Ｄ・・・式（３）　Ｄ：熱間圧延線材線径（ｍｍ）
【請求項２】
　更に、質量％で０．５％≦Ｓｉ量(％)＋Ｃｒ量(％)≦０．９％を満たすことを特徴とす
る請求項１に記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
【請求項３】
　更に、質量％でＮｉ：０．５０％以下、Ｃｏ：１．００％以下、Ｍｏ：０．２０％以下
、Ｂ：２～３０ｐｐｍのいずれか１種もしくは２種以上を含有することを特徴とする請求
項１または請求項２に記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
【請求項４】
　線材表面のスケール量が４０～６０ｇ／ｍ2であり、かつ、スケール／母材界面近傍（
母材境界からスケール厚さの１／２の領域）において粒径が２．０μｍ以上のスケール面
積率が５０％以上であることを特徴とするスケールはく離性に優れた請求項１から請求項
３までのいずれか一項に記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
【請求項５】
　熱間圧延でオーステナイト粒径を３０～６０μｍの範囲に制御した後、巻取り後、６５
０℃以下まで６～２５℃／ｓで冷却し、その後、６００℃までは０．５～５℃／ｓに冷却
速度を低下させ、かつ６００℃以下では、更に冷却速度５℃／ｓ以上の速度で、３００℃
以下まで冷却することを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の直
径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパテンティング処理を施すことなく、強度、延性に優れた高強度鋼線を得るこ
とができる伸線加工性及びスケールはく離性に優れた高強度鋼線用熱間圧延線材およびそ
の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のタイヤやホースの補強材に使用される高強度鋼線は、通常、炭素含有量が０．
７～０．８％程度の高炭素鋼を熱間圧延した後、冷却条件を制御し、直径５．０～６．４
ｍｍ程度の熱間圧延線材とし、次いでスケール除去、皮膜処理、一次伸線、パテンティン
グ処理、スケール除去、皮膜処理、二次伸線、更にパテンティング処理、スケール除去、
Ｃｕ－Ｚｎの二相めっき、拡散処理をした後、所定の線径まで仕上げ伸線を行うことで製
造されている。
【０００３】
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　この製造工程におけるパテンティング処理は、伸線加工に適した組織を得るために行わ
れている。鋼線は、伸線加工に伴い、強度が上昇し延性が低下し、通常真歪で４以上の伸
線加工を施すと、延性低下により、撚り線時に断線が頻発する。そのため、最終線径がよ
り細くなって、歪量が大きくなる場合、パテンティング処理回数を増加させる必要がある
。
【０００４】
　なお、ここで、パテンティング処理とは、オーステナイト温度領域に加熱して組織全体
をオーステナイト組織とした後、空冷、または鉛浴、流動床に浸漬することによって、パ
ーライト組織へ変態する温度域まで急冷し、その温度域で所定の時間、保定する処理であ
る。
【０００５】
　パテンティング処理が増えると、その後、スケール除去、皮膜処理などの工程も必要と
なり、製造コストの増加、ＣＯ2排出量の増加につながるため、パテンティング処理回数
の低減が望まれている。そこで、従来より種々の改良法が提案されており、例えば、特許
文献１は圧延材の強度やばらつき制御、ノジュール径制御などにより、伸線加工性が向上
すると提案している。しかし、これらの方法は、伸線加工性を高めることで、パテンティ
ング回数を従来より少なくしても、少なくとも伸線中に１回のパテンティング処理を必ず
行う必要がある。
【０００６】
　一方、パテンティング処理を一切施すことなく高強度鋼線を得るための提案として、例
えば特許文献２～４がある。特許文献２は、中高炭素鋼線（Ｃ：０．３５～０．９％）を
熱間圧延後冷却し、初析フェライトを面積率で２０％以下含有した組織に調整した後に、
パテンティング処理すること無しに伸線によって直径０．１５～０．４ｍｍの線径の高強
度鋼線を得る方法が開示されている。通常、スチールコード用フィラメントを製造するた
めには、伸線時の潤滑性とゴムとの密着性を保障するために、伸線工程の途中でＣｕ－Ｚ
ｎ二相めっき・加熱拡散処理（拡散黄銅めっき）を施す必要がある。特許文献２の方法で
は、このめっきの加熱拡散処理時（以後、この処理をブルーイング処理と称する。）に、
伸線で形成された伸長ラメラ組織が分断されるため、加工硬化能が低下して所定の強度を
得にくくなり、延性も劣化するという問題があった。
【０００７】
　特許文献３では、Ｃ量０．３０～０．５０％の熱間圧延線材を、巻取り後に溶融ソルト
に浸漬することで、初析フェライト量を低減し、強度を適正範囲に制御し、パテンティン
グ処理を施すことなしに、直径０．２～０．４ｍｍの高強度鋼線を得る方法が開示されて
いるが、このＣ量の線材の初析フェライトを低減するには、線材の冷却を強化する必要が
あり、設備コストが高くなる。また、溶融ソルトと衝風冷却ではスケール性状が異なるが
特許文献３では、メカニカルデスケーリング性についての言及がない。
【０００８】
　特許文献４ではＣ量０．２～０．６％の線材において、初析フェライト量やラメラセメ
ンタイトの形態を制御することでパテンティング処理を省略できるとしている。しかし、
該当発明の鋼は変態温度が低いため、線材コイル内の強度のばらつきが大きくなる。パテ
ンティング処理を省略した際、鋼線の強度ばらつきは、線材の強度ばらつきに比例して増
加し、伸線時や撚り線時の断線につながるため、特許文献４に記載の線材は、鋼線の素材
として満足できるものではなかった。
【０００９】
　また、パテンティング処理を完全に省略する場合、製造工程に大きな変更を伴う。工程
の変更により、線材、鋼線のスケールはく離性が劣位となれば、デスケーリングやめっき
を行う際に、めっき／母材界面にスケールが残存し、伸線時のめっき剥離等を引き起こす
。めっきが剥離した鋼線は、スチールタイヤコード用として使用する場合に、ゴムとの接
着性が低下するので不適当である。しかし、特許文献３、４ではスケールはく離性に関し
ての検討はなされていない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－１３７５９７号公報
【特許文献２】特許第３４９９３４１号公報
【特許文献３】特許第５２０１００９号公報
【特許文献４】特開２０１４－５５３１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、優れたスケールは
く離性を有しつつ、パテンティング処理を全く施すことなく、歪５．５以上の伸線加工を
可能とし、かつ撚り線時に断線することなく安定的に極細の高強度鋼線（例えば強度３２
００ＭＰａ以上）を製造し得る高強度鋼線用熱間圧延線材とその製造方法を提供すること
を課題としたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは炭素濃度０．３５％～０．５０％の鋼材を用い、種々の圧延条件で組織、
強度特性、スケール量や粒径を制御した熱間圧延線材を作製した。その後、それら熱間圧
延線材を伸線加工し、直径０．２０～０．４０ｍｍの鋼線を作製し、その鋼線の強度や延
性などの機械的特性を測定した。続いて、熱間圧延線材の組織及び強度、スケールの量や
粒径がスケールの剥離性や伸線加工時の断線、伸線加工後の鋼線の機械的特性に及ぼす影
響について詳細に検討した。
　その結果、以下の知見を得て、本発明に至ることができた。
１）熱間圧延線材の組織や強度をＣ量やＳｉ量、線径に応じて適正範囲に制御することで
、断線が抑制され、鋼線の延性が向上する。
２）熱間圧延線材の強度のばらつきが大きいほど、鋼線の強度ばらつきも増加し、延性の
低下や断線につながる。
３）熱間圧延線材強度のばらつき抑制には巻取り後の冷却速度の制御および圧延後に６０
０℃以上で変態させることが有効である。
４）更に６００℃以上で変態させる際に初析フェライトを抑制するには変態前のオーステ
ナイト粒径を３０～６０μｍに制御することが有効である。
５）一方、変態温度が６００℃以上の場合、変態完了後も、変態温度近傍で保持するとラ
メラセメンタイトが分断し、熱間圧延線材の強度の低下や伸線加工材（鋼線）の強度や延
性が低下する。
【００１３】
　本発明は、以上の知見に基づいて完成したものであり、その要旨は以下の通りである。
（１）質量％でＣ：０．３５～０．５０％、Ｓｉ：０．１０～０．８０％、Ｍｎ：０．６
０～０．９０％、Ｃｒ：０．１５％以下を含有し、かつＭｎ量(％)＋２×Ｃｒ量(％)＜０
．９％を満たし、残部はＦｅおよび不可避不純物よりなり、パーライトが面積率６０％以
上であるとともに初析フェライト量が面積率で式（１）を満たし、かつ残部がベイナイト
および疑似パーライトの１種又は２種からなり、強度ＴＳ（ＭＰａ）が式（２）かつ式（
３）を満足し、かつ１コイル内の熱間圧延線材の強度のばらつきが平均強度から±５０Ｍ
Ｐａ以内であることを特徴とする直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
　初析フェライト量(％)≦５０-５５×Ｃ量(％)＋２０×Ｓｉ量(％)・・・式（１）
　９００×Ｃ量（％）＋５０×Ｓｉ量(％)＋３００≦ＴＳ≦９００×Ｃ量（％）＋５０×
Ｓｉ量(％)＋４００・・・式（２）
　ＴＳ≦１２００-８０×Ｄ・・・式（３）　Ｄ：熱間圧延線材線径（ｍｍ）
（２）更に、質量％で０．５％≦Ｓｉ量（％）＋Ｃｒ量（％）≦０．９％を満たすことを
特徴とする上記（１）に記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
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（３）更に、質量％でＮｉ：０．５０％以下、Ｃｏ：１．００％以下、Ｍｏ：０．２０％
以下、Ｂ：２～３０ｐｐｍのいずれか１種もしくは２種以上を含有することを特徴とする
上記（１）又は（２）に記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材。
（４）線材表面のスケール量が４０～６０ｇ／ｍ2であり、かつ、スケール／母材界面近
傍（母材境界からスケール厚さの１／２の領域）において粒径が２．０μｍ以上のスケー
ルが面積率で５０％以上であることを特徴とするスケールはく離性に優れた上記（１）か
ら（３）までのいずれかひとつに記載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延
線材。
（５）熱間圧延でオーステナイト粒径を３０～６０μｍの範囲に制御した後、巻取り後、
６５０℃以下まで５～２５℃／ｓで冷却し、その後、６００℃までは０．５～５℃／ｓに
冷却速度を低下させ、かつ６００℃以下では、更に冷却速度５℃／ｓ以上の速度で、３０
０℃以下まで冷却することを特徴とする上記（１）から（４）までのいずれかひとつに記
載の直径４．１～５．５ｍｍの高強度鋼線用熱間圧延線材の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の高強度鋼線用熱間圧延線材は、優れたスケールはく離性を有し、パテンティン
グ処理を一切施すことなく歪５．５以上の伸線加工を可能とし、例えば、引張強さが３２
００ＭＰａ以上の高強度かつ優れた延性を持つ高強度鋼線が安定して製造できるものであ
り、パテンティング省略によるスチールタイヤコードの生産性向上、環境負荷低減に寄与
する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の高強度鋼線用熱間圧延線材の実施形態について説明する。なお、この実
施形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために詳細に説明するものであるから、特に
指定の無い限り、本発明を限定するものではない。
【００１６】
　まず、本発明の熱間圧延線材の鋼組成について説明する。以下、単位は特に記載がない
場合は質量％である。
【００１７】
　Ｃ：０．３５～０．５０％
　Ｃは、鋼材の必要強度を付与するために必須の元素である。０．３５％未満ではパーラ
イト面積率が低下し、鋼線の強度や延性の低下を招く。そのために、下限を０．３５％以
上とする。一方、０．５０％を超えると、伸線後の鋼材強度が過度に高くなり、伸線時や
鋼線の撚り線時に断線が発生する。よって、その上限を０．５０％とする。
【００１８】
　Ｓｉ：０．１０～０．８０％
　Ｓｉは脱酸剤として有用な元素であり、また、パーライト中のフェライト強度を増加さ
せる作用や伸線時のラメラセメンタイトの分解を抑制し、延性低下を抑制する作用がある
有用な元素である。このような作用を有効に発揮させるためには、０．１０％以上添加す
ることが必要である。しかしながら、過剰に添加すると、伸線加工性に有害なＳｉＯ2系
介在物が発生し易くなるため、その上限を０．８０％に定めた。より好ましくは０．５％
超０．７５％以下である。
【００１９】
　Ｍｎ：０．６０～０．９０％
　Ｍｎは脱酸及び脱硫に有用であるのみならず、鋼のオーステナイトからの相変態を遅延
させる効果があり、パーライト組織を得るために有用な元素である。このような作用を有
効に発揮させるには、０．６０％以上添加することが必要である。但し、過剰に添加して
も上記効果が飽和してしまい、経済的に無駄である他、熱間圧延後の冷却過程で、ベイナ
イトなどの組織が発生しやすくなるため、その上限を０．９０％に定めた。より好ましく
は０．８５％以下である。
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【００２０】
　Ｃｒ：０．１５％以下
　ＣｒはＭｎと同様に鋼のオーステナイトからの相変態を遅延させる効果があり、パーラ
イト組織を得るために有用な元素である。また、パーライトの加工硬化能を高め、低歪で
より高い強度を得ることができる。しかし、０．１５％超では焼入れ性が過大となり、熱
間圧延後の冷却過程でベイナイト、マルテンサイトなどの過冷組織が生成し、加工性が低
下する。好ましくは、０．０５％以上である。なお、Ｃｒは含有させなくてもよい。
【００２１】
　相変態を遅延させる効果を持つＭｎとＣｒの合計量が増加すれば、相変態が過剰に遅延
し、衝風冷却において熱間圧延線材の強度が過剰に上昇する他、ベイナイト、マルテンサ
イトなどの過冷組織が生成しやすくなる。そのため、Ｍｎ量(％)＋２×Ｃｒ量(％)は０．
９％未満とする。
【００２２】
　更に、ＳｉやＣｒは鋼線の撚り線時の断線を抑制する効果を持つ。この効果を十分に得
るためにはＳｉ量(％)＋Ｃｒ量(％)が０．５％以上にすることが望ましい。一方、０．９
％超では熱間圧延線材の強度が過剰に高くなるため、延性が低下し、この効果が得られな
くなる。よって上限は０．９％が望ましい。
【００２３】
　本発明は、さらに下記に示す元素を選択的に含有させると好ましい。
【００２４】
　Ｎｉ：０．５０％以下
　Ｎｉは鋼のオーステナイトからの相変態を遅延させる効果があり、パーライト組織を得
るために有用な元素である。その他、伸線材の靭性を高める元素である。これらの効果を
得るためには０．１０％以上の添加が望ましい。一方、過剰に添加すると、焼入れ性が過
大となり、熱間圧延後の冷却過程でベイナイト、マルテンサイトなどの過冷組織が生成し
、加工性が低下するため、上限を０．５０％以下とした。
【００２５】
　Ｃｏ：１．００％以下
　Ｃｏは、圧延材における初析フェライトの析出を抑制するのに有効な元素である。また
、鋼線の延性を向上させるのに有効な元素である。このような作用を有効に発揮させるに
は０．１％以上の添加が好ましい。一方、Ｃｏを過剰に添加してもその効果は飽和して経
済的に無駄であるので、その上限値を１．００％とした。
【００２６】
　Ｍｏ：０．２０％以下
　Ｍｏは鋼のオーステナイトからの相変態を遅延させる効果があり、パーライト組織を得
るために有用な元素である。しかしながら、０．２０％超では、焼入れ性が過大となり、
熱間圧延後の冷却過程でベイナイト、マルテンサイトなどの過冷組織が発生しやすくなる
ため、その上限を０．２０％とした。
【００２７】
　Ｂ：２～３０ｐｐｍ
　Ｂは粒界に濃化して、初析フェライトの抑制に有効な元素である。これらの効果を得る
ためには２ｐｐｍ以上の添加が必要である。一方、過剰に添加するとオーステナイト中に
Ｆｅ23(ＣＢ)6などの炭化物を形成し、伸線加工性を低下させるので、その上限を３０ｐ
ｐｍとした。好ましくは、５～２０ｐｐｍである。
【００２８】
　本発明の高強度鋼線用熱間圧延線材は上記成分を含有し、残部は実質的にＦｅおよび不
可避不純物で形成される。
【００２９】
　本発明にかかる高強度鋼線用熱間圧延線材は、パーライトを主組織とし、その他、初析
フェライトとベイナイト、疑似パーライトのいずれか１種もしくは２種以上からなる。し
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かし、初析フェライトやベイナイト、疑似パーライトは破壊の伝播経路となり、鋼線の延
性低下の要因ともなる。また、初析フェライトの面積率が高くなれば、加工硬化能が低下
し、鋼線の強度が低下する。そのため、パーライトの面積率を６０％以上とし、かつ初析
フェライトの面積率の上限を下記の式（１）で規定する。また、好ましくはパーライトの
面積率を６５％以上とし、初析セメンタイトの面積率の上限は式（１）で得られる値の０
．９倍とするほうがよく、より好ましくはパーライトの面積率は７０％以上とし、初析フ
ェライトの面積率の上限は式（１）で得られる値の０．８倍とするほうがよい。なお、パ
ーライト面積率は１００％であってもよいが、本発明の成分系、線径で、初析フェライト
やベイナイトの析出を完全に抑制することは困難であり、非常に優れた冷却能力が要求さ
れ、設備コストが増加する。
　初析フェライト量(％)≦５０-５５×Ｃ量(％)＋２０×Ｓｉ量(％)・・・式（１）
　なお、式（１）の係数および定数は初析フェライト量とＳｉ、Ｃの関係についての実験
結果を元に定めたものである。
【００３０】
　本発明にかかる熱間圧延線材の強度ＴＳ（ＭＰａ）はＣ含有量（質量％）やＳｉ含有量
（質量％）、熱間圧延線材の線径に応じて、下記の式（２）および式（３）で規定する。
式（２）に示す下限値を下回ると、加工硬化能が低下し、鋼線の強度が低下する。一方、
式（２）の上限値もしくは式（３）を上回ると、鋼線の強度が過度に上昇し、延性が低下
、撚り線時に断線が発生する懸念がある。
　９００×Ｃ量（％）＋５０×Ｓｉ量(％)＋３００≦ＴＳ≦９００×Ｃ量（％）＋５０×
Ｓｉ量(％)＋４００・・・式（２）
　ＴＳ≦１２００-８０×Ｄ・・・式（３）　Ｄ：熱間圧延線材線径（ｍｍ）
　なお、式（２）の係数および定数は強度とＳｉ、Ｃの関係についての実験結果を元に定
めたものであり、式（３）の係数および定数は強度と熱間圧延線材線径の関係についての
実験結果を元に定めたものである。
【００３１】
　熱間圧延線材は、熱間圧延直後に冷却コンベアに載置される際、連続的にずれながら重
なったリング状態となり、その状態で冷却される。リングには重なりや粗密差ができるた
め、冷却中の熱間圧延線材には温度分布が生じ、その結果、強度のばらつきが発生する。
熱間圧延線材の加工硬化能は強度に依存するため、熱間圧延線材の強度ばらつきが増加す
れば、鋼線の強度ばらつきは更に大きくなり、実機製造において、伸線時の断線や撚り線
時の断線につながる。そのため、実機での安定的な製造および鋼線の特性確保のため、本
発明では１コイル内での強度のばらつきの許容範囲を平均強度の±５０ＭＰａ以内とした
。より好ましくは±３５ＭＰａ以内である。これにより、パテンティング処理を行わなく
とも、鋼線の品質安定性を実現することができる。
【００３２】
　熱間圧延線材の線径は、巻取り後の冷却速度や強度ばらつきに影響する。直径５．５ｍ
ｍ超では、コイルの粗密部での温度差が増加し、また、冷却速度が低下するため、強度の
ばらつきが増加し、またパーライト量が低減する。一方、直径４．１ｍｍ未満では、生産
性が低下し製造コストが増加する。
【００３３】
　スケールはく離性は、スケール量やスケール／母材界面のスケールの粒径に依存する。
熱間圧延線材表面のスケール量が単位面積当たりで４０ｇ／ｍ2未満であれば、熱間圧延
線材に歪みを加えても、スケールが薄すぎて割れることなく変形するため、剥離性が低下
する。一方、スケール量が単位面積当たり６０ｇ／ｍ2を超えて過剰に厚くなると、搬送
時などにスケールが剥離し、錆の要因となる。そのため、熱間圧延線材表面のスケール量
は、４０～６０ｇ／ｍ2が好ましい。より好ましくは４５ｇ／ｍ2～５５ｇ／ｍ2の範囲で
ある。また、部位によっては、スケール／母材界面のスケールの粒径が微細化し、スケー
ルはく離性が低下する問題がある。スケール／母材近傍（母材境界からスケール厚さの１
／２の領域）のスケール粒径が２．０μｍ以上のスケール面積率が５０％以上であれば、
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スケールはく離性は良好である。より好ましくは６０％以上である。
【００３４】
　パーライトの面積率の測定、パーライト以外の組織の同定には、熱間圧延線材を長さ方
向と垂直な方向に切断し、切断面を観察できるように樹脂埋め後、アルミナで研磨した試
料を用いる。本試料を３％ナイタール溶液やピクラールで適宜腐食し、走査電子顕微鏡（
ＳＥＭ）にて、中心部を１０００倍で１０視野（合計０．０８ｍｍ2の領域）を撮影し、
画像解析を用いて組織の同定と面積率の測定を行う。又、熱間圧延でのオーステナイト粒
径の測定については、後述の実施例において説明する。
【００３５】
　熱間圧延線材の強度を測定するための引張試験片は、熱間圧延線材のフロント部（熱間
圧延線材先端から５０リング尾端側）、ミドル部（先端と尾端の中間の１００リング内）
、およびテール部（尾端から５０リング先端側）から採取する。３部位からそれぞれ３リ
ングを採取し、各リングから、等間隔になるように長さ４００ｍｍの引張試験片を８本、
計７２本採取し、引張試験に供する。その７２本の引張強度の平均値を熱間圧延線材の強
度とし、最大値もしくは最小値と平均の差で最も大きい値を強度ばらつきとした。なお、
引張試験は、クロスヘッドスピード１０ｍｍ／ｍｉｎ、評点間距離２００ｍｍで行う。
【００３６】
　スケール量は、熱間圧延線材２０００ｍｍ長さにおける平均値である。すなわち、熱間
圧延線材から長さ２００ｍｍの試験片を連続で１０本採取し、各試験片の重量を測定した
後、１７％の塩酸に浸漬させてスケールを完全に除去した後、再度重量を測定する。この
スケール除去前後の重量差を測定領域の熱間圧延線材表面積で除した値がスケール量であ
る。
【００３７】
　スケールはく離性は、引張試験機で熱間圧延線材に６％の引張歪みを付与し、剥離した
スケールを除去した後、残留スケール量を上記のスケール量と同様にして測定して評価し
た。
【００３８】
　スケール／母材近傍のスケールの粒径はＥＢＳＤ（Electron Back Scatter Diffractio
n）を用いて測定した。なお、スケール／母材界面近傍とは、母材との境界から、スケー
ルの１／２厚さまでの領域である。スケール粒径の測定試料は、熱間圧延線材のフロント
部、ミドル部、テール部の各１リングから、等間隔にそれぞれ４個採取し、熱間圧延線材
の長さ方向と垂直な切断面を観察するように樹脂埋めしたものである。これら試料を、粗
研磨から始め、最終的にコロイダルシリカを研磨剤として研磨した後、ＥＢＳＤ測定に供
した。スケールのＥＢＳＤ測定は、熱間圧延線材表面の周方向の長さ５０μｍほどの領域
、８箇所について行った。測定データは結晶方位を解析するソフトウエアを用いて解析し
、隣り合う部位の結晶方位差が１５°以上となる境界を結晶粒界として定義し、スケール
の結晶粒径を測定した。なお、各々の結晶粒径は短径と長径の平均で評価した。その後、
スケール／母材近傍におけるスケール粒径が２．０μｍ以上のスケールの面積率を測定し
た。
【００３９】
　次に製造方法について説明する。なお、以下に説明する製造方法は一例であり、以下の
手順および方法で限定するものではなく、本発明の構成を実現できる方法であれば、如何
なる方法を採用することも可能である。
【００４０】
　熱間圧延に供する材料は、通常の製造条件を採用することができる。例えば、前記成分
の鋼を鋳造し、鋳造片を１１００～１２００℃程度で１０～２０ｈｒ程度保定するソーキ
ング処理（鋳造で発生する偏析を軽減させるための熱処理）を施した後、分塊圧延にて、
線材圧延に適した大きさの鋼片（一般にビレットと呼ばれる線材圧延前の鋼片）を製造し
、熱間圧延に供する。
【００４１】
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　線材圧延は、前記鋼片を９００～１３００℃に加熱し、仕上げ圧延開始温度を７５０℃
以上９００℃以下に制御する。線材の圧延温度は放射温度計により測定されたものであり
、線材の表面温度を意味する。その後、仕上げ圧延による加工発熱で温度が上昇するが、
仕上げ圧延後の線材の巻取り温度を８３０℃以上９２０℃以下に制御することにより、オ
ーステナイト粒径を３０～６０μｍに制御する。
【００４２】
　その後、線材を冷却コンベア上にリング状に載置し、６５０℃以下まで６～２５℃／ｓ
、好ましくは７～２０℃／ｓで冷却し、その後、６００℃まで０．５～５℃／ｓ、好まし
くは１．０～４．５℃／ｓに冷却速度を低下させ、６００～６５０℃の温度域で変態させ
る。その後、変態完了後も高温で保持するとラメラセメンタイトが分断し、線材の強度の
低下や鋼線の延性低下につながるので、６００℃以下では、更に冷却速度５℃／ｓ以上、
好ましくは８℃／ｓ以上の速度で、３００℃以下まで冷却を行う。なお、冷却中の線材の
温度も放射温度計により測定した。また、一般に線材の圧延においては、圧延後、リング
状に巻き取られて冷却されており、線材の重なりが多い密部と、重なりが少ない疎部があ
る。本発明では巻取り後の線材の温度は、リングが重なっている箇所（密部）を測定した
。
【００４３】
　仕上げ圧延開始温度や仕上げ圧延後の巻取り温度を制御することで、オーステナイト粒
を３０～６０μｍに制御する。オーステナイト粒径が微細すぎると、初析フェライトが多
くなり、伸線加工後の強度や延性が得られない場合がある。またオーステナイト粒径が粗
大すぎると、パーライトの組織も粗大化し、伸線加工性が低下する。オーステナイト粒径
を３０～６０μｍとすることにより、これらの問題が生じることなく、初析フェライトの
抑制や伸線加工性の確保が可能となる。仕上げ圧延開始温度を７５０℃以上９００℃以下
、好ましくは８００℃以上８５０℃以下とし、巻取り温度を８３０℃以上９２０℃以下、
好ましくは８５０℃以上９００℃以下とすることで、オーステナイト粒径を３０～６０μ
ｍとすることができる。
【００４４】
　また、巻取り温度はスケール量やスケールの粒径にも影響する。巻取り温度が低いと、
スケール量が４０ｇ／ｍ2未満となり、剥離性が低下する。一方、巻取り温度が高すぎる
と、スケール付着量が６０ｇ／ｍ2超と過多になったり、スケール反応が過剰に進行し、
母材近傍のスケール粒径の小さくなり、スケール粒径２．０μｍ以上の面積率が５０％未
満となり、はく離性が低下する。本発明では、巻取り温度を８３０℃以上９２０℃以下、
好ましくは８５０℃以上９００℃以下とするとともに、その後の冷却速度を後述の通りに
制御することで、スケール量および母材近傍における２．０μｍ以上のスケール面積率を
本発明の範囲内に制御することができる。
【００４５】
　巻取り後の冷却にて、オーステナイトからパーライトへ変態する。巻取り後の冷却速度
は組織や変態温度を制御する因子である。また、酸化反応の進行状況にも影響し、スケー
ル量やスケールの粒径に影響する。６５０℃以下までの冷却速度が６℃／ｓ未満では初析
フェライトの抑制が困難であり、一方、冷却速度２５℃／ｓ超とすると、スケール量の減
少やスケールの粒径の微細化を招き、スケールの剥離性が低下する他、冷却設備のための
コストが増加する。より好ましくは７℃／ｓ以上２０℃／ｓ以下である。また、その後、
冷却速度を０．５～５．０℃／ｓとし、変態温度を６００℃～６５０℃としたのは、０．
５℃／ｓ未満では、ラメラセメンタイトが分断し、パーライト組織が得られないか、パー
ライト組織が得られたとしても、強度が低く、かつラメラセメンタイトが厚いため、加工
性が低下するためである。また、スケールの反応が進み、スケール／母材界面近傍に微細
なスケールが生成するためである。一方、５℃／ｓ超では変態温度が６００℃未満になり
、強度ばらつきが大きくなるためである。好ましくは１．０℃／ｓ以上、より好ましくは
、１．５℃／ｓ以上５．０℃／ｓ以下である。６００℃まで冷却後、冷却速度を５℃／ｓ
以上にし、３００℃以下まで冷却するとしたのは、変態後も変態温度付近で保持すると、
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【００４６】
　上記のように、８３０℃以上９２０℃以下の温度で巻取り後に６５０℃以下まで６～２
５℃／ｓの冷却速度で冷却し、その後、０．５～５．０℃／ｓに冷却速度を低下させるこ
とにより、変態温度を６００～６５０℃の範囲とすることができる。
【００４７】
　本発明の成分組成を有し、オーステナイト粒径を３０～６０μｍに制御し、変態温度を
６００～６５０℃とし、変態温度まで及び変態以降の冷却速度を上記のように調整するこ
とにより、パーライト面積率を６０％以上とし、初析フェライト量を上記の式（１）に制
御でき、残部がベイナイトおよび疑似パーライトの１種又は２種からなる組織とすること
ができる。
【００４８】
　本発明の成分組成を有し、変態温度を６００～６５０℃とし、変態後の冷却速度を上記
本発明の範囲とすることにより、熱間圧延線材の強度を上記の式（２）および式（３）の
範囲とすることができる。
【００４９】
　熱間圧延線材の強度のばらつきについては、圧延後の線材の直径を５．５ｍｍ以下と細
径化し、変態温度を６００～６５０℃の範囲と高温化することにより、強度のばらつきを
平均強度から±５０ＭＰａ以内に抑えることができる。
【実施例】
【００５０】
　以下、本発明にかかる高強度鋼線の実施例を挙げ、本発明をより具体的に説明するが、
本発明は、もとより下記実施例に限定されるものではなく、前、後記の趣旨に適合し得る
範囲で適当に変更を加えて実施することも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的
範囲に含まれるものである。
【００５１】
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【表１－１】

 
【００５２】
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【表１－２】

 
【００５３】
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【表２－１】

 
【００５４】
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【表２－２】

【００５５】
　表１－１および表１－２に組成、圧延条件を、表２－１および表２－２に熱間圧延線材
の組織評価、引張特性および鋼線の引張特性および撚り線時の断線の発生状況、熱間圧延
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線材のスケール量とスケールはく離性を評価した結果を示す。表１－１および表１－２に
おいて、
　冷却速度１：巻取り後６５０℃までの冷却速度
　冷却速度２：６５０℃から６００℃までの冷却速度
　冷却速度３：６００℃から３００℃までの冷却速度
を意味する。表１－１および表１－２、表２－１および表２－２で本発明範囲から外れる
数値にアンダーラインを付している。
【００５６】
　表１－１および表２－１のＡ１～１７は本発明例であり、表１－２および表２－２のＢ
１～１７は成分および熱間圧延条件のいずれかが適正範囲外であり、熱間圧延線材の線径
、組織、強度範囲のいずれかが本発明の適正範囲から外れたものである。
【００５７】
　本実施例、比較例とも、ビレットを加熱炉にて１０００～１２００℃まで加熱したのち
、仕上げ圧延前温度およびリング状にする巻取り温度を制御して表１－１および表１－２
に示す値とした。表１－１および表１－２において、冷却速度１は巻取り後６５０℃まで
の冷却速度、冷却速度２は６５０℃から６００℃までの冷却速度、冷却速度３は６００℃
からから３００℃までの冷却速度を表す。
【００５８】
　組織評価は、パーライト面積率及びパーライト以外の組織で評価した。測定はＳＥＭを
用いて行った。その評価手順は、上記の方法と全く同一である。なお、本発明例、比較例
いずれも、パーライト以外の組織は初析フェライトおよびベイナイト、疑似パーライトの
の１種又は２種以上であった。
【００５９】
　表１－１および表１－２に示したオーステナイト粒径は、巻取り後、５ｓ以内に圧延線
材の一部を切り出し、水中に浸漬させることで焼入れした試料で評価した。焼入れした線
材の長手方向と垂直な断面を樹脂に埋め込み、アルミナ研磨後、ドデシルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム溶液でオーステナイト粒界を現出し、断面中央部を２００～５００倍の光
学顕微鏡で撮影し、その後、ＪＩＳＧ０５５１記載の方法で結晶粒度を測定し、粒径を求
めた。
【００６０】
　スケール量、スケールはく離性は、前述の方法で測定した。なお、スケールはく離性は
残留スケール量５.０ｇ／ｍ2以下を良好とした。
【００６１】
　線材表層のスケール／母材近傍におけるスケールの粒径は、前述と同じＥＢＳＤ法で測
定した。線材の引張強度と強度ばらつきについても、前述の方法と同一の方法で測定した
。
【００６２】
　上記のようにして得られた熱間圧延線材を用いて、パテンティング処理を施すことなく
、真歪４．９以上の伸線加工（乾式伸線＋湿式伸線）を行い、直径０．１８～０．４０ｍ
ｍの高強度鋼線を製造した。なお、乾式伸線は前処理として、スケール除去後皮膜処理を
行い、１パス当たりの減面率を１５～２５％で行った。一方、湿式伸線はエマルジョンタ
イプの潤滑剤を使用し、１パス当たりの減面１０～２０％で伸線し、最終パスはスキンパ
ス伸線を行った。伸線した鋼線の評価は、５０００ｍ以上伸線を行った際の断線の有無お
よび１０００ｍ間隔ごとに採取した鋼線を用いて、強度を測定し、３２００ＭＰａ以上を
良品と判定した。また、撚り線の加工性として、製造した鋼線をチューブラー式の撚り線
機を用いて１×５の撚り構造で１０００ｍ撚り線加工を行い、その際の断線の発生の有無
で評価した。
【００６３】
　実施例のＡ１～１７は、いずれも本発明例であり、熱間圧延線材はスケールはく離性に
優れ、かつ、真歪５．５以上の伸線加工を行っても断線せず、かつ伸線した鋼線はすべて
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は発生しなかった。また、Ａ３～７、Ａ１１、１２はＳｉ＋Ｃｒ量が０．５以上０．９以
下の範囲で有り、真歪６．０以上の伸線加工を行っても伸線時及び撚り線時に断線は発生
しなかった。
【００６４】
　一方、Ｂ１～１７の試験例は、本発明の要件のいずれかを満たしていないため、伸線時
や撚り線時に断線が発生したか、鋼線の強度が十分に得られていないとの結果となった。
【００６５】
　Ｂ１はＣ量が低いため、パーライト面積率が低く、鋼線の強度が低下し、撚り線時に断
線が発生した。一方、Ｂ２はＣ量が高く、熱間圧延線材の強度が高いため、鋼線の強度も
過剰に高くなり、真歪５．５未満で伸線時に断線が発生した。Ｂ３はＳｉ量が高いため、
熱間圧延線材の強度が高くなり、真歪５．５以下で伸線時に断線が発生した。また、スケ
ール／母材界面にＦｅ2ＳｉＯ4（ファイアライト）が析出し、スケールはく離が低下した
。
　Ｂ４はＭｎおよびＭｎ＋２×Ｃｒ量が高く、焼入れ性が増したため、熱間圧延線材でパ
ーライト面積率が低く、かつ式（２）を満たさないため、真歪５．５未満で伸線時に断線
が発生した。
　一方、Ｂ５はＭｎ量が少ないため、初析フェライト量が増加し、パーライト面積率が低
く、かつ強度が低いため、鋼線の強度が低下し、かつ撚り線時に断線が発生した。
　Ｂ６はＣｒ、Ｍｎ＋２×Ｃｒ量が高く、焼入れ性が増したため、強度が高く、式（２）
を満たさず、強度のばらつきも大きいため、真歪５．５未満で伸線時に断線が発生した。
　Ｂ７はＭｎ＋２×Ｃｒ量が高く、焼入れ性が増したため、強度が高く、式（２）を満た
さず、強度のばらつきも大きいため、真歪５．５未満で伸線時に断線が発生した。
【００６６】
　Ｂ８は熱間圧延線材の線径が太く、巻取り温度が高く、オーステナイト粒径が大きいた
め、熱間圧延線材の伸線加工性が低下し、真歪５．５未満で断線が発生した。Ｂ９は巻取
り温度が低いため、オーステナイト粒径が微細化し、初析フェライト量が増加したため、
加工硬化能が低下し、鋼線の強度も低下し、かつ撚り線時に断線が発生した例である。ま
た、スケール量が少なく、スケールはく離性も低下した。Ｂ１０、Ｂ１１は巻取り後から
６５０℃までの冷却速度(冷却速度１)が小さく、初析フェライト量が増加したため、加工
硬化能が低下し、鋼線の強度が低下し、かつ撚り線時に断線が発生した。また、スケール
の反応が進み、母材近傍のスケールが微細化し、スケールはく離性が低下した。Ｂ１２は
６５０℃から６００℃までの冷却速度(冷却速度２)が小さく、セメンタイトが崩れ、熱間
圧延線材の強度が低下したため、鋼線の強度も低下した。Ｂ１３、１４、１５は６５０℃
から６００℃までの冷却速度(冷却速度２)が大きいため、変態温度が下がり、熱間圧延線
材の強度および強度のばらつきが大きくなり、真歪５．５未満で断線が発生した。また、
Ｂ１５は巻取り後から６５０℃までの冷却速度(冷却速度１)も大きいため、スケール量が
小さく、スケールはく離性も低下した。Ｂ１６は６００℃から３００℃までの冷却速度（
冷却速度３）が小さいため、パーライト組織が分断し、熱間圧延線材の強度が低下し、鋼
線の強度が低下した。
　Ｂ１７は巻取り後、ソルト浴に浸漬し、５７５℃で保持した水準である。熱間圧延線材
の強度が高くなったため、鋼線の強度も上昇し、真歪５．５未満で伸線時に断線が発生し
た。また、スケール量も小さくなり、スケールはく離性も低下した。
【００６７】
　以上、実施例にも示したように、本発明の高強度鋼線用熱間圧延線材を用いることで、
強度および延性に優れた高強度鋼線が安定的に得られることが明らかである。
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